
常任委員会における審査内容の報告 

 

委員会名 総務常任委員会 

 

議 案 名 

議案第１号 令和５年度宜野湾市一般会計補正予算（第８号） 

【審査：令和６年３月定例会】 

議案等の主な内容 

令和５年度宜野湾市一般会計予算について、補正額として１億 7,958 万８千円を増額

し、予算総額を歳入歳出それぞれ 573億 4,527万２千円とする内容です。 

補正予算のうち、繰越明許費補正として、例年に比べて多くの建設事業等があげられ

ており、それについて質疑がなされました。 

審査内容（質疑応答、議員間討議） 

 【質疑】 

・繰越明許費補正について、今回非常に多くの事業が次年度に繰越となっているが、前

年度と比較してどれほど増えているのか。 

 

【答弁】 

・令和４年度の事業の繰越件数は 23件、事業費合計が 31億円余となっており、令和５

年度は 37件で、事業費合計が 62億円余となっている。 

 

【提言】 

・単年度主義という予算の原則からすれば、これだけ多くの事業が繰越となり執行でき

ない状況があり、年度当初の予算計上においても、単年度で事業を遂行していけるの

かも含めて検討すべきである。 

表  決 

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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【資料①】 

字句等の説明 



 

 

★補正予算とは？（当初予算との比較） 

予算の種類 予算の内容・編成スケジュール等 

当初予算 

その年度においてどのくらいの経費が必要で、そのため

の財源をどうするかを見積もった上で、年度当初で計上す

る 1年間の予算をいいます。 

例年、市当局において前年度の 10月下旬ごろから見積も

り等の準備を始め、財政担当部署のヒアリング、査定を受

けて、市議会の３月定例会に当初予算案として上程され、

議決を得て成立することが一般的です。 

補正予算 

当初で決定した予算について、その年度中において予想

しなかった環境の変化や政策の変更等があった際に対応す

るのが補正予算です。 

当初予定しなかった環境変化等に対応するものであるた

め、その補正を要する時期までに補正予算案として議会へ

上程し議決を得る必要があります。通常、年４回の定例会

（６月・９月・12月・３月）へ上程されますが、それでは

間に合わない場合は、臨時議会が開かれることもあります。 

 

 

★繰越明許費補正とは？ 

 予算の原則として、「その年度の歳出はその年度の歳入によってまかなうこ

と」とされており、これを会計年度独立の原則といいます。 

 しかし、事業が何らかの理由で、年度内に終了せず、不用となった額があれ

ば、その不用額と同額の歳入予算（財源）も余っている状況となります。この

不用額分に相当する歳入（財源）を次年度に繰り越して使用できるようにする

補正のことを指します。 

 

 

★予算単年度主義とは？ 

 自治体の会計は、原則として単年度会計となっており、議会では毎年度予算

を審議しています。これを予算単年度主義といいます。 

繰越明許費補正は、この単年度主義や上記の会計年度独立の原則の例外の措

置といえます。 
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常任委員会における審査内容の報告 

 

委員会名 総務常任委員会 

 

議 案 名 

議案第１号 令和５年度宜野湾市一般会計補正予算（第８号） 

【審査：令和６年３月定例会】 

議案等の主な内容 

令和５年度宜野湾市一般会計予算について、補正額として１億 7,958万８千円を増額

し、予算総額を歳入歳出それぞれ 573億 4,527万２千円とする内容です。 

宜野湾市西海岸音楽活性化等推進事業における海浜公園屋外劇場建設工事の建築工事

入札が４回にわたり不調となり契約が締結されないことで、同事業が次年度に繰越とな

った件について質疑がなされました。 

審査内容（質疑応答、議員間討議） 

【質疑】 

・入札不調となった理由及び今後の対策について 

【答弁】 

・工事の見積もりを取った時点より、県内のマンション等の建設工事が増えた関係

で、人件費が高騰しており、見積もり時の価格では、型枠等の下請け業者が確保で

きないことにより予定価格を超過したものと認識している。今後は、業者から工事

の実施可能な見積もりを取り、コンサルタント等とも相談した上で、市の方針を協

議していく。 

 

【質疑】 

 ・建築工事の入札不調に伴い、電気設備・機械設備の落札業者は施工できない状態で

あるが、それに関しどのような調整がなされているか。 

【答弁】 

・落札業者には状況を説明の上、工事の一時中止を伝えていることから、資材等の発

注はなされていないが、業者からは工事の事前準備として技術者の確保はなされて

おり、その分の人件費は負担してほしいとの要望があった。 

 

【提言】 

・当該工事は高額の事業費が計上されているが、それが今回繰越となっている状況を

重く受け止めるべきであり、次年度に向け工事が実施できるよう、担当部署のみな

らず、市行政の責任者である市長や副市長を中心に対策を行ってもらいたい。 

。 

表  決 

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

～参考資料～ 

【資料①】事業概要 

【資料②】海浜公園屋外劇場イメージ図 
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